
競 争 参 加 者 の 資 格 に 関 す る 公 示

シ ュ ワ ブ ( H 2 9 ) 統 括 事 業 監 理 業 務 ( そ の ２ ) に 係 る

共 同 体 と し て の 競 争 参 加 者 の 資 格 （ 以 下 「 共 同 体

と し て の 資 格 」 と い う ｡ ) を 得 よ う と す る 者 の 申 請

方 法 等 に つ い て 、 次 の と お り 公 示 し ま す 。

平 成 2 9 年 1 1 月 ７ 日

沖 縄 防 衛 局 長 中 嶋 浩 一 郎

◎ 調 達 機 関 番 号 0 1 0 ◎ 所 在 地 番 号 4 7

１ 業 務 概 要

( 1 ) 業 務 名 シ ュ ワ ブ ( H 2 9 ) 統 括 事 業 監 理 業 務

( そ の ２ )

( 2 ) 業 務 内 容 本 業 務 は 、 沖 縄 防 衛 局 が 実 施 す

る キ ャ ン プ ・ シ ュ ワ ブ 再 編 成 事 業 の 適 正 か つ

円 滑 な 実 施 の 確 保 を 目 的 と し て 、 建 設 工 事 な

ど に か か る 統 括 事 業 監 理 業 務 を 行 う も の で あ

る 。

ア 統 括 監 理 業 務 一 式

イ 総 合 監 理 業 務 一 式

ウ 設 計 調 整 業 務 一 式

エ 法 的 確 認 業 務 一 式



オ Ｂ Ｉ Ｍ ／ Ｃ Ｉ Ｍ 活 用 業 務 一 式

カ 工 事 履 歴 資 料 作 成 業 務 一 式

( 3 ) 履 行 期 限 平 成 3 2 年 ３ 月 3 1 日

２ 申 請 の 時 期

平 成 2 9 年 1 1 月 ７ 日 か ら 同 年 1 1 月 1 7 日 ま で の 行

政 機 関 の 休 日 （ 行 政 機 関 の 休 日 に 関 す る 法 律

（ 昭 和 6 3 年 法 律 第 9 1 号 ） 第 １ 条 第 １ 項 に 規 定 す

る 行 政 機 関 の 休 日 を い う 。 以 下 同 じ ｡ ) を 除 く 毎

日 、 午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で 。 た だ し 、 正 午

か ら 午 後 １ 時 ま で の 間 を 除 く 。 最 終 日 は 正 午 ま

で 。

な お 、 平 成 2 9 年 1 1 月 1 8 日 以 降 、 当 該 業 務 に 係

る 技 術 提 案 書 の 提 出 の 時 ま で （ 行 政 機 関 の 休 日

を 除 く ｡ ) 随 時 、 申 請 を 受 け 付 け る が 、 当 該 提 出

の 時 ま で に 審 査 が 終 了 せ ず 、 技 術 提 案 書 を 提 出

で き な い こ と が あ る 。

３ 申 請 の 方 法

( 1 ) 申 請 書 の 入 手 方 法

「 競 争 参 加 資 格 審 査 申 請 書 ( シ ュ ワ ブ ( H 2 9 )

統 括 事 業 監 理 業 務 ( そ の ２ ) ) ｣ ( 以 下 「 申 請 書」



と い う 。 ) は 、 平 成 2 9 年 1 1 月 ７ 日 か ら 〒 9 0 4

－ 0 2 9 5 沖 縄 県 中 頭 郡 嘉 手 納 町 字 嘉 手 納 2 9 0 － 9

沖 縄 防 衛 局 総 務 部 契 約 課 契 約 審 査 係 電 話 0 9

8 － 9 2 1 － 8 1 3 1 （ 内 線 1 5 5 ） に お い て 共 同 体 と し

て の 資 格 を 得 よ う と す る 者 に 交 付 す る 。

( 2 ) 申 請 書 の 提 出 方 法

申 請 者 は 、 申 請 書 に 共 同 体 協 定 書 （ 下 記 ４

( 4 ) の 条 件 を 満 た す も の に 限 る ｡ ) の 写 し を 添 付

し 、 持 参 又 は 郵 送 （ 書 留 郵 便 に 限 る ｡ ) 若 し く

は 託 送 （ 書 留 郵 便 と 同 等 の も の に 限 る ｡ ) に よ

り 提 出 す る こ と 。

な お 、 申 請 書 を 提 出 す る 場 合 は 、 返 信 用 と

し て 、 表 に 申 請 者 の 住 所 ・ 氏 名 を 記 載 し 、 切

手 を 貼 付 し た 定 形 型 封 筒 を 併 せ て 提 出 す る こ

と 。

提 出 場 所 は 、 ( 1 ) に 示 す 申 請 書 の 交 付 場 所 に

同 じ 。

( 3 ) 申 請 書 等 の 作 成 に 用 い る 言 語

申 請 書 及 び 添 付 書 類 は 、 日 本 語 で 作 成 す る

こ と 。



４ 共 同 体 と し て の 資 格 及 び 審 査

次 に 掲 げ る 条 件 を 満 た さ な い 共 同 体 に つ い て

は 、 共 同 体 と し て の 資 格 が な い と 決 定 す る 。

( 1 ) 組 合 せ

構 成 員 の 組 合 せ は 、 次 の 条 件 に 該 当 す る 者

の 組 合 せ と す る も の と す る 。

ア 予 算 決 算 及 び 会 計 令 （ 昭 和 2 2 年 勅 令 第 1 6

5 号 ｡ ) 第 7 0 条 及 び 第 7 1 条 の 規 定 に 該 当 し な い

者 で あ る こ と 。

イ 防 衛 省 に お け る 平 成 2 9 ・ 3 0 年 度 一 般 競 争

（ 指 名 競 争 ） 参 加 資 格 （ 以 下 「 防 衛 省 競 争

参 加 資 格 」 と い う 。）の う ち 、 測 量 ・ 建 設 コ

ン サ ル タ ン ト 等 業 務 の 「 コ ン サ ル タ ン ト 」

に 係 る 一 般 競 争 （ 指 名 競 争 ） 参 加 資 格 （ 以

下 「 競 争 参 加 資 格 」 と い う ｡ ) で 「 Ａ 」 の 決

定 を 受 け た 者 に よ る 組 合 せ と す る 。 た だ し、

そ れ ぞ れ が 単 体 と し て 沖 縄 防 衛 局 に 競 争 参

加 を 希 望 し て い る こ と 。

ウ 沖 縄 防 衛 局 長 か ら 指 名 停 止 を 受 け て い る

期 間 中 で な い こ と 。



エ 競 争 参 加 者 の 資 格 に 関 す る 公 示 （ 平 成 2 8

年 1 0 月 ３ 日 付 防 衛 省 整 備 計 画 局 施 設 計 画 課

長 公 示 ） ４ ( 2 ) に 該 当 し な い も の で あ る こ と。

( 2 ) 業 務 形 態

ア 構 成 員 の 分 担 業 務 が 、 業 務 の 内 容 に よ り、

共 同 体 協 定 書 に お い て 明 ら か で あ る こ と 。

イ 一 の 分 担 業 務 を 複 数 の 企 業 が 共 同 し て 実

施 し て い な い こ と が 、 共 同 体 協 定 書 に お い

て 明 ら か で あ る こ と 。

( 3 ) 代 表 者 要 件

構 成 員 に お い て 決 定 さ れ た 代 表 者 が 、 共 同

体 協 定 書 に お い て 明 ら か で あ る こ と 。

( 4 ) 共 同 体 協 定 書

共 同 体 協 定 書 が 、 上 記 ３ ( 1 ) の 交 付 場 所 に お

い て 交 付 す る 所 定 の 様 式 に よ る も の で あ る こ

と 。

５ 競 争 参 加 資 格 の 決 定 を 受 け て い な い 者 を 構 成

員 に 含 む 共 同 体 の 取 扱 い

上 記 ４ ( 1 ) イ の 決 定 を 受 け て い な い 者 を 構 成 員

に 含 む 共 同 体 も 上 記 ２ 及 び ３ に よ り 申 請 を す る



こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 共 同 体 と し

て の 資 格 が 決 定 さ れ る た め に は 、 上 記 ４ ( 1 ) イ の

決 定 を 受 け て い な い 構 成 員 が 上 記 ４ ( 1 ) イ の 決 定

を 受 け る こ と が 必 要 で あ る 。 ま た 、 こ の 場 合 に

お い て 、 上 記 ４ ( 1 ) イ の 決 定 を 受 け て い な い 構 成

員 が 、 当 該 業 務 に 係 る 技 術 提 案 書 の 提 出 の 時 ま

で に 上 記 ４ ( 1 ) イ の 決 定 を 受 け て い な い と き は、

共 同 体 と し て の 資 格 が な い と 決 定 す る 。

６ 資 格 審 査 の 結 果 の 通 知

「 資 格 審 査 結 果 通 知 書 」 に よ り 通 知 す る 。

７ 資 格 の 有 効 期 間

上 記 ６ の 共 同 体 と し て の 資 格 の 有 効 期 間 は 、

共 同 体 と し て の 資 格 決 定 の 日 か ら 当 該 業 務 が 完

了 す る 日 ま で と す る 。 た だ し 、 当 該 業 務 に 係 る

契 約 の 相 手 方 以 外 の 者 に あ っ て は 、 当 該 業 務 に

係 る 契 約 が 締 結 さ れ る 日 ま で と す る 。

８ そ の 他

( 1 ) 共 同 体 の 名 称 は 、 「 シ ュ ワ ブ ( H 2 9 ) 統 括 事 業

監 理 業 務 ( そ の ２ ) 〇 〇 ・ 〇 〇 共 同 体 」 と す る。

( 2 ) 当 該 業 務 の 受 注 者 を 特 定 す る 手 続 に 参 加 す



る た め に は ､ 技 術 提 案 書 の 提 出 の 時 に お い て ､

共 同 体 と し て の 資 格 の 決 定 を 受 け 、 か つ 、 当

該 業 務 の 「 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 に 係 る 手

続 開 始 の 公 示 ｣ ( 平 成 2 9 年 1 1 月 ７ 日 付 支 出 負 担

行 為 担 当 官 沖 縄 防 衛 局 長 ） に 示 す と こ ろ に

よ り 技 術 提 案 書 の 提 出 者 と し て 選 定 さ れ て い

な け れ ば な ら な い 。


